
湖北水道企業団　

※注意事項

　・有効期限内に更新手続きを完了しないと失効となります。

　・登録内容の変更は更新前に手続きを完了させていただくようお願い致します。

　・湖北水道企業団指定給水装置事業者規程に基づき、変更の届出は変更のあった日から30日以内

　　となります。30日を超える場合は理由書も併せて提出願います。

湖北太郎

有効期限

　指定給水装置工事事業者の更新時期が近づいてきましたのでお知らせいたします。

今年度の更新における提出書類並びに受付期間については、コロナウイルスの感染防止のため郵送のみ、

令和3年7月1日から対応させていただきます。

　下記に今年度4月1日時点の登録内容を記載させていただきます。変更がある場合には更新前に必ず必要

書類を提出いただくようお願いいたします。

　提出書類については、湖北水道企業団ホームページに記載がありますのでご確認ください。

　更新に関する提出書類及び新しい指定証は、コロナウイルスの影響を考慮し、企業団にて一時、保管を

させていただきます。返却準備が整い次第、企業団よりご連絡いたします。

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 の 登 録 内 容

FAX

給水装置工事
主任技術者

0299‐24‐3232

0299‐24‐3263

湖北太郎

役員名

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 の 更 新 の お 知 ら せ ( 例 )

（令和3年4月1日　現在）

323

H13.4.1指定日

指定番号

TEL

湖北㈱

石岡市田島2‐6‐4

湖北太郎

事業者名

住所

代表者名

R3.9.29


